
米子市掲示第５４号 

条件付一般競争入札の実施について 

 条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号)第１６７条の６第１項及び米子市契約規則（平成１７年米子市規則第４

３号)第１４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

平成２０年１０月１４日 

 

                 米子市長 野 坂 康 夫     

 

１ 業務の内容  

（１）業務名    

地方税電子申告システム導入及びＡＳＰサービス提供業務 

（２）業務概要   

   社団法人地方税電子化協議会（以下「協議会」という。）が運営して

いる地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）に接続し、個人住民税に

おける公的年金からの特別徴収に伴うデータ送受信サービスを行うた

め、協議会との情報送受信に係るシステムの整備を行い、審査システ

ムを稼動させる。 

（３）契約期間   

契約の日から平成２１年３月３１日まで 

２ 契約条項を示す場所及び日時 

（１）場所 

   米子市加茂町一丁目１番地   米子市総務部入札契約課 

（２）日時 



   平成２０年１０月１４日（火）から同月２３日（木）までの日（日

曜日及び土曜日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

３ 入札説明書の交付 

  この公告に記載のない事項については、入札説明書によるものとし、

次により希望者に交付するものとする。 

（１）交付場所 

   前項第１号に掲げる場所及び米子市ホームページ 

（２）交付期間 

   前項第２号に掲げる日時 

４ 入札参加申込みの期限及び場所 

（１）入札参加申込期限 

   平成２０年１０月２３日（木）午後５時 

（２）入札参加申込場所 

   米子市加茂町一丁目１番地  米子市総務部入札契約課 

５ 入札参加資格 

次に掲げる事項をすべて満たすこと。 

（１）平成２０年１０月１４日現在で、協議会によりＡＳＰサービス事業

者として登録された事業者又はその代理店であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者又は同条第２

項各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。 

（３）前項第１号に規定する入札参加申込期限から入札執行の日までの間

に、米子市の入札参加に係る指名停止措置を受けていないこと。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手

続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定

による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、

申立てがなされている者にあっても、会社更生法に基づく更正手続開



始の決定を受けた場合又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定

（確定したものに限る。）を受けた場合は、この限りでない。 

（５）次に掲げる項目の納付において滞納がないこと。 

  ア 市税 

  イ 消費税及び地方消費税 

６ 入札保証金 

  免除する。 

７ 入札の方法 

  郵送又は電送による入札は、認めない。 

８ 入札執行の日時及び場所 

（１）入札執行の日時 

   平成２０月１０月２７日（月）午後１時３０分 

（２）入札執行の場所 

   米子市加茂町一丁目１番地  

米子市役所本庁舎２階 ２０２会議室 

９ 落札 

（１）落札者は、予定価格(非公表)を下回る入札金額のうち、最低価格を
提示した者とする。 

（２）落札となるべき同価格での入札者が２人以上ある場合は、くじによ
り決定する。 

10 入札の無効 

   この公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する

条件に違反した入札は、無効とする。 

11 入札に当たっての留意事項 

（１）代理人により入札しようとするときは、必ず委任状を提出すること。 



（２）入札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関

し不正の行為があると認められたときは、入札の執行を中止すること

がある。 

（３）前２号に掲げるもののほか、米子市契約規則及び米子市会計規則（平

成１７年米子市規則第４４号）並びに入札説明書に定めるところによ

る。 

12 その他 

  問い合わせ先は、米子市総務部入札契約課（電話０８５９－２３－５

３６５）とする。 


